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関東地方建設副産物再利用方策等連絡協議会（注）は、これまで建設リサイク
ルや建設副産物の適正処理を推進するため、建設リサイクル推進計画を定期的
に策定してきました。

平成２６年９月１日に国土交通省が策定した「建設リサイクル推進計画２０１４」を
踏まえ、関東地域における建設リサイクルの推進に向けた基本的な考え方、目標、
具体的施策をとりまとめた「建設リサイクル推進計画２０１５（関東地域版）」につい
て、この度、同協議会で策定しましたので公表します（関東地方整備局のホーム
ページで公開します。http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000094.html）。

今後、同協議会で目標の達成状況および取組み状況等について共有し、連携
を図りながら、効果的に施策を進めていきます。

《 「建設リサイクル推進計画２０１５（関東地域版）」 のポイント》

社会資本の維持管理・更新や東京オリンピック・パラリンピックに向けたインフラ関
連工事の増大が想定されるため、以下の取り組みを進めます。

・再生砕石の需給ギャップによる滞留化が懸念されるため、再生砕石のストック
状況の把握、再生資材利用に関する指標の検討

・再生利用認定制度等を活用し、建設汚泥の利用拡大 等

注：関東地方建設副産物再利用方策等連絡協議会とは、公共事業に伴い発生する建設副産物の計画
的な有効利用及び再利用等を促進し、事業の円滑な推進を図るために必要な情報の収集、交換を目
的とした関東地方整備局、関東農政局、都県政令市、特殊法人等の合計２４機関で構成された協議会



建設リサイクル推進計画２０１５（関東地域版）の目標値（本文２章（３））
【Ｈ３０目標値の考え方】

①アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊の再資源化率と建設発生木材の再資源化・縮減率につい
ては、Ｈ２４実績値が既に９０％を超え、かつＨ２４目標値を達成しており、その高水準を維持するため
に、Ｈ２４目標値と同様とした。

②建設汚泥の再資源化・縮減率については、Ｈ２４実績値がＨ２４目標値をほぼ達成できているが、今後の社
会情勢等を考慮し、さらなる再資源化の促進を図るために必要な目標値として設定した。

対象品目 指 標
推進計画
2008

(H24目標)
H24実績 増 減 H30目標

アスファルト
・コンクリート塊

99%以上 99.7% 99%以上

コンクリート塊 99%以上 99.5% 99%以上

建設発生木材 95%以上 95.8% 95%以上

建設汚泥 82%以上 81.9% 90%以上

排出率
－

※１
4.6% 4.0%以下

再資源化・縮減率
－

※２
72.1% 75%以上

建設発生土 建設発生土有効利用率
－

※３
－ 80%以上

建設廃棄物全体 再資源化・縮減率 94%以上 95.4% 96%以上

※１、※２：H24目標値は「排出量」としていた。
　　　　　　排出率＝「建設混合廃棄物場外搬出量／全建設廃棄物場外搬出量」
　　　　　　再資源化・縮減率＝「（再資源化施設再利用量＋減量化量）／建設混合廃棄物場外搬出量」
※３：H30目標値は「内陸受入地の中で適正に盛土された量」を見込んでいる。

再資源化率

再資源化・縮減率

建設混合廃棄物

維 持

維 持

＋8.1％

－0.6％

＋2.9％

＋0.6％

維 持



建設リサイクル推進計画２０１５（関東地域版）における重点施策

関東地域固有の課題解決の促進

1) 再生砕石のストック状況の把握、再生資材利用に関する指標の検討
①ストック状況把握、利用徹底・拡大の推進
②フォローアップ調査の実施
③新たな指標の検討

2) 建設発生土の利用促進
○関東圏域発生土ワーキングの活性化

3) 建設発生土受入地の登録制度の検討
○適正な処理が確保される建設発生土登録受入地制度の検討

4) 建設汚泥の利用拡大
①建設発生土と合わせて、関東圏域建設発生土ワーキングの活性化

により、有効利用を図る。
②既存の「建設汚泥利用マニュアル（関東版）」の普及及び活用を

図る。
③グリーン購入法調達方針に基づく建設汚泥の調達を推進。
④再生利用認定制度等を活用した、利用拡大。
⑤フォローアップ調査の実施
⑥各自治体の環境部局との連携強化
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